
一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS
消費生活コンサルタント

森田 満樹

何が本当？
～食の安全情報とのつき合い方～

平成２９年度第１回さいたま市食の安全フォーラム



FOOD COMMUNICATION COMPASSは
科学的根拠に基づく食情報を提供する消費者団体です

＊2011年3月30日、消費者団体としてスタートしました。
＊活動の目的：消費者団体・事業者・行政・研究者と連携しながら科学的根拠に

基づく情報発信を行うことで、消費者が冷静に食の問題に対処
できる社会を作るために活動をしています。

＊主な活動： ウェブサイト「FOOCOM.NET」で、食情報を無料で広く発信していま
す。活動を支援してくださる有料会員に、メールマガジンで詳細情
報を届けています。
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本日の目次

1. 食の安全にかんする消費者意識

2. 食の安全をどう考えるか

3. 食品安全の実態～輸入食品を例に

4. 健康食品をとり過ぎていませんか？

5. 消費者が食情報に食い物にされないために
～正しい食情報をどう読み解くか～



クイズ①食の安全編 正しいと思うもの
（〇）は、いくつありますか？

（ ）無農薬の食品は安全である

（ ）中国産の食品は危険、国産は安全

（ ）無添加の食品は安全である

（ ）白砂糖は危険である

（ ）家庭の調理で、発がん性物質ができる

（ ）鶏刺しは、専門店なら食べてもよい
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クイズ②健康食品編 正しいと思うもの
（〇）は、いくつありますか？

（ ）健康食品で病気が治る

（ ）トクホマークの商品は、病気が改善できる

（ ）普通の食事を食べていれば、栄養素は足り

ているので、サプリメントは必要ない

（ ）偏食のある子には、子ども用サプリがよい

（ ）自然、天然由来のものならば、安全である

（ ）健康食品は薬ではないので、安全である
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食の安全・健康に関する情報は氾濫している



（東京都2013年インターネット都政モニターアンケート結果より）
Q１ あなたは、食品の安全性について関心はありますか。
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一般消費者の97.5％が、食品の安全性に
ついて「関心がある」と答えている

n＝486



Q2 食品の安全性について、あなたが特に不安に思っているこ
とは何ですか。次の中から3つまで選んでください。

8

1位 食品添加物
2位 残留農薬
3位 食中毒

他の自治体のアンケート調査でも、食
品添加物、残留農薬が上位を占める
傾向にあります

東京都2013年インターネット都政モニターアンケート結果より

n＝486



食の安全を取り巻く状況

2009年
消費者庁発足

2000年前後
食の安全に関する事件
を経て、消費者運動が盛
んに

1996年 O-157食中毒事件が頻発

2000年6月 低脂肪乳等を原因とする大規模食中毒事件

2001年9月 日本におけるBSE牛発生の報告

2000年秋 食品衛生法改正に向け請願 1400万筆・800団体署名

2002年 リスクアナリシスと食品安全委員会の新設へ向け検討

2003年 食品安全基本法（食品安全委員会設置根拠法）成立。
食品衛生法の一部を改正する法律案等が整備される

2007年6月 牛ミンチの異種製品の意図的混入と虚偽表示事件

2008年1月 中国産冷凍餃子の薬物中毒事件

2008年9月 事故米の流通問題

2009年9月 消費者庁発足

2011年3月 原発事故後、食品の放射能汚染の不安高まる

2011年5月 外食店提供ユッケでO157食中毒事件

2012年8月 白菜浅漬けによるO157食中毒事件

2013年12月 冷凍食品の農薬混入事件

2015年1月 異物混入に関する様々な報道

2017年８月 埼玉県の惣菜店などでO157食中毒事件

2003年食品安全
元年・食品安全基
本法施行、食品安
全委員会設置へ

消費者の食の安全に対
する信頼感が失われる
中で、自主回収する事例
が急増している



この間、衛生管理のレベルは向上しているのに自主回収は増加

農林水産省「食品事業者の5つの基本原則」に関する意見交換会資料より



異物混入による食品回収が
社会問題となっている

2016年12月、相次ぐ異
物混入による食品回収
について、NHKがニュー
スで特集

健康影響がごく小さいも
のでも回収することは、

環境に負荷をかけ、食
品ロスにつながる



食品の自主回収を取り巻く環境が変わってきている

自主回収の基本的な考え方

「健康危害の程度」と
「事故拡大の可能性」
から、自主回収を判断
する

最近見られる傾向

健康影響などと関係な
いものでも、SNSなどで
騒がれて、ケジメとし
て自主回収する

隠蔽

気持ち悪い

汚い工場

不誠実

企
業
が
信
頼
で
き
な
い

国、都、政治家
大手企業でも嘘
をつくという
不信感

説明に納得できない

炎
上

安全に問題な
いと言われても
信頼できない



本日の目次
1. 食の安全にかんする消費者意識

2. 食の安全をどう考えるか

3. 食品安全の実態～輸入食品を例に

4. 健康食品をとり過ぎていませんか？

5. 消費者が食情報に食い物にされないために
～正しい食情報をどう読み解くか～



一般の人の
食品の汚染についてのイメージ

食品リスク研究者の
食品の汚染についてのイメージ

食品 食品

添加物や残留農薬
（右と左は同じもの）

今話題の何か

食品をイメージで表現すると

＊2017年3月関連府省庁リスクコミュニケーション基調講演（国立
医薬品食品衛生研究所安全情報部・畝山智香子部長資料より



食品は、未知の物質のかたまり

• 食品には、既に知られた栄養成分（炭水化物、
脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど）が含ま
れているが、その他にも未知の物質が含まれて
いる。

• 未知の物質の中には、発がん物質や毒性をもつ
物質などもある。

• 付着した微生物により、食中毒になることもある。
• 付着したカビがつくるカビ毒が含まれることもあ
る。

• 加熱や製造工程において、新たに発がん物質
ができることもある。

15自然、天然が安全とは限らない



野菜や果物にも
天然の化学物質が含まれている

• 多くの野菜、果物に天然の化学物質が含まれており、その中には発がん性物質も
含まれている。それは植物が微生物から身を守り、昆虫や動物の食害を防ぐため、
多種多様な化学物質を合成し、蓄えたりしたもの

• 同じものをずっと食べ続けたり、過剰に摂取せずにバランスのよい食事を心がけて
いれば、微量の化学物質は心配ない

IARC（国際がん研究機関）による発がん性評価ランキングの抜粋



17農林水産省作成パンフレットより



家庭でできる対策は・・・

１．じゃがいもは常温保存、いも類は調理前に水にさらす

２．炒め調理や揚げ調理で焦がしすぎない、短時間で仕
上げる、かきまぜる等の注意を

＊一番大切なのは、栄養バランスのとれた食事
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食の安全と、「リスク」とは

• 悪影響をもたらす可能性のある食品中の物質または
食品の状態

• 有害微生物、自然毒、カビ毒、農薬、食品添加物、化
学物質、重金属、放射性物質など

ハザードとは ～危害要因

リスクとは ～危害の可能性

ハザードが存在する結果生じる健康への悪影響の可

能性（確率）

リスク＝ハザード（有害性）×摂取量
何を、どれだけ食べるかで決まる



パラケルサスの教え

すべてのものは毒である！

そして、その毒性は量で決まる！

パラケルサス
Paracelsus（1493-1541）
スイスの内科医、錬金術師、占星術師
毒性学の父とよばれる



農薬や添加物の使用量の決め方

無作用 健康被害健康影響無作用

量
少量 多量

一
日
摂
取
許
容
量

致
死
量

無
毒
性
量

無
作
用
量安全係数

１００分の１
使用量

リスク 大小

添加物や
農薬はこ
の範囲で
基準が決
まる



• 残留農薬や食品添加物より、一般的食品のほうがはるかにリ
スクが大きい

• 天然の毒性物質、微生物等はわからないことがたくさんある
• 健康食品は、リスクが極めて大きい

リスクの大きさ
（健康被害が出る可能性）

食品関連物質

極めて大きい いわゆる健康食品（効果をうたったもの）

大きい
いわゆる健康食品（普通の食品からは
摂れない量を含むもの）

普通 一般的食品
小さい 食品添加物や残留農薬の基準値超過
極めて小さい 基準以内の食品添加物や残留農薬

リスクの大きさを並べてみると？

＊2017年3月関連府省庁リスクコミュニケーション基調講演（国立
医薬品食品衛生研究所安全情報部・畝山智香子部長資料より



23

食品安全委員会・食品に係るリスク認識アンケート調査結果（2015年5月公表）
現代の日本の食生活において気を付けなければならないと考える項目は？
（一般消費者と食品安全の専門家）

一般消費者と専門家の意識は、隔たっている



食品安全情報の捉え方
一般消費者と専門家の違い

一般消費者が思うこと

• ニュースや雑誌などで
「危険」と言っているもの
について心配

• 安全な食べ物にこだわり、
添加物や輸入食品を避
ける

• 健康で長生きしたいため
に健康食品等を利用

専門家が考えること

• 食べ物のリスクは確率で
あり、何をどれだけ食べ
るか、毒性×摂取量で決
まる

• 食べ物の特性（栄養と毒
性）、食べる量の両方が
大切

• 食べ物全体として考える
ことを伝えたい
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食品安全委員会「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」（2016年3月18日開催）の食品安全
委員会事務局講演資料より

この発表を受けた直前、ハム・ソーセージの売り上げが2割ちかく低下した
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食品安全委員会「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」（2016年3月18日開催）の食品安全
委員会事務局講演資料より

リスク（体への影響）=ハザード×摂取量
日本人の摂取量は低い。ただし、量が多ければリスクは増大する
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食品安全委員会「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」（2016年3月18日開催）の食品安全
委員会事務局講演資料より

専門家は、偏りのない食事で食べ物全体で考えることが重要、と考える



本日の目次

1. 食の安全にかんする消費者意識

2. 食の安全をどう考えるか

3. 食品安全の実態～輸入食品を例に

4. 健康食品をとり過ぎていませんか？

5. 消費者が食情報に食い物にされないために
～正しい食情報をどう読み解くか～



輸入食品の安全性について知っておきたいこと

食品の安全性は、食品衛生法によって輸入食品
でも国産品でもまったく同じ基準（残留農薬、食品
添加物、微生物など）が適用される。

→国内で流通している食品は、輸入食品も国産
品でも安全性は同じ。

＊たとえば、中国で日本へ輸出される食品は、
土づくり、ほ場、運搬、製造、出荷まで工程ごと
に厳しく管理されている。中国国内で流通する
食品（中国の基準に従うもの）とは、別のもの
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廃棄・積戻し又は
食用外転用

検査命令

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報の収集

違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
流通食品等の収去検査（必要に応じて）

厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

審査① 届出内容の確認（全ての届出が対象）
食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか食品衛生監視員が全ての届出を審査

審査② 検査での確認（必要に応じて）
審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導（検査命令・指導検査等）

不合格

輸
入
時
対
策

輸
入
時
対
策

国
内
対
策

国
内
対
策

事前相談・指導

輸
出
国
対
策

輸
出
国
対
策

モニタリング検査の実施（年間計画に基づいて）

合 格

日本の規制に合った生産、製造、加工等の管理

輸出国政府による証明書の発給

輸出前検査等

在京大使館を通じた、日本の法規制等の
英語での周知

輸出国との二国間協議や担当官を派遣し、
現地調査や現地での説明会の実施

輸出国での検査に関する技術協力

輸入届出

輸入者

輸出国政府 厚生労働省

都道府県等

厚生労働省 検疫所

厚生労働省 検疫所

リスクコミュ二ケーション

消費者

輸入食品～輸入食品の監視体制概要
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【輸入時対策】輸入食品の安全確保対策は、「輸入時の
水際対策」を行う検疫所がカギとなる

• 検疫所ではこれまでの違反の傾向から、指導検査、モニタリング検査、検
査命令の3つに分けて、効率よく検査を行う
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輸入食品届出・検査・違反状況推移

検
査
件
数
（
万
件
）

（
％
）
※届出件数に対する各検査数・違反数の割合を示している。

＊2017年3月関連府省庁
リスクコミュニケーション
厚労省資料より



【輸出国対策】輸出国において、日本向けの製品は日本の基準に
あわせて管理されるよう指導が行なわれている。

消費者団体として2011年11月、日中の輸入冷凍
野菜事業者、中国の行政機関（中国質量監督検験
検疫総局進出口食品安全局）、日本大使館などの
関係者による共同会議が開催され、視察しました。
その際にほ場・食品工場・検査機関も見学しまし
た。
（会議の議題）
・日本向け冷凍野菜製造工場（ほ場含む）に
求める品質管理基準評価制度
・残留農薬検査技術の相互比較について
（ほ場での農薬管理見学）
（工場でのフードディフェンス見学）

ブロッコリー畑



国産品 輸入品

検査品目数 違反数 違反率 検査品目数 違反数 違反率

魚介類及びその加工品 5,729 3 0.05 710 - -

冷凍食品 547 - - 1,017 1 0.09

肉・卵類及びその加工品 7,762 4 0.05 5,032 - -

乳・乳製品等 2,966 13 0.43 330 - -

農産物及びその加工品 7,491 1 0.01 9,719 5 0.05

菓子類 6,435 7 0.11 757 2 0.26

飲料・氷雪・水 2,356 1 0.04 559 3 0.54

その他の食品 11,974 2 0.02 1,077 2 0.18

添加物 11 - - 3 - -

器具及び容器包装、おもちゃ 273 - - 66 - -

合計 45,607 31 0.07 19,270 13 0.07

【国内対策】都道府県の食品監視・指導が行なわれる

• 都道府県で流通している食品について、収去検査（抜き打ちで食品を選び、
様々な項目で違反品があるかどうか検査を行う）が行なわれる。

• たとえば東京都の平成26年度違反調査結果では、国産の違反が0.07％、輸
入食品が0.07％で、違反率は同程度であった
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「いわゆる健康食品」
• 食品として食べられていたものであっても、普通で
ない食べ方をすると健康被害をもたらすことがある
：アマメシバ粉末による閉塞性細気管支炎

• 長期間・大量摂取しやすい
• 原材料が食品であっても濃縮物・抽出物・乾燥粉
末等には「食経験」はない

• 食品として食べた経験すらないものも販売されてい
る

• 安全性や有効性の事前評価はされていない
→リスクが高い
＊2017年3月関連府省庁リスクコミュニケーション基調講演（国立
医薬品食品衛生研究所安全情報部・畝山智香子部長資料より



健康食品に気をつけよう
① 過剰摂取により健康被害が発生

② 個人輸入等で違法製品、未承認無許可医薬品、有害物質
が混入していることがある⇒健康被害が発生

③ 医薬品との併用で副作用などの影響がある

④ 医薬品的な効果を期待して利用されることがある⇒治療の
機会を逸して病状を悪化させる

⑤ アレルギーの被害報告がある
⑥ 食経験がないもので問題のあるものがある

⑦ 製品の品質がバラバラ、有効成分が不明だったり、きちん
と入っていないことがある

⑧ 多種類摂取することで、健康被害が高まる

いわゆる健康食品による
健康被害の未然防止が課題

日本医師会によるポスター



健康食品のリスクは？

• 通常の食品であれば、体積と味、香りがあり、人の嗜好性が
あるため、特定の成分を過剰摂取することはない

• 錠剤、カプセルの製品は特定の成分を抽出してつくられ、味
も香りも無く容易に過剰摂取できるため安全性に問題がある

通常の食材として
摂取できる範囲

有効成分を濃縮した
錠剤・カプセル型



過剰摂取・とりすぎに注意

事例１）ビタミンA（耐容上限量：１日2700μgRE）
• 短期間の過剰摂取（吐き気、頭痛、めまい、目のか
すみ、運動失調）

• 長期間の過剰摂取（中枢神経系への影響、肝臓の
異常、骨や皮膚の変化）

事例２）アマメシバ加工品（2003年販売中止）
• 台湾などで食べられてきたが、粉末や錠剤等の形
態で長期過剰摂取をすると閉塞性細気管支炎にな
り、死者も報告



ウコン・日本医師会が注意喚起

• 濃度の高い食品を過剰摂取、長期摂取すると消化管障害を
起こすことがあり、特にアキウコンは胃潰瘍、胃酸過多、胆
道閉鎖症の人には禁忌とされる

• 健康被害の原因は学名の異なるものを摂取した場合やサプ
リメント製造元の品質管理の悪さに起因すると言われる



医薬品と併用しない

健康食品 医薬品 影響

ビタミンKを多く含む健康食
品（青汁、クロレラ）

ワルファリン

（血液が固まるのを防ぐ
薬）

薬の効果が弱まる

カルシウム、マグネシウム
を多く含む健康食品

一部の抗生物質 薬の効果が弱まる

ビタミンC アセタゾラミド（抗てんかん
薬）

腎・尿路結石のおそれ

ビタミンD ジギタリス製剤（心不全治
療薬）

薬効の効果が強まる

カルシウム 活性型ビタミンD3製剤（骨
粗鬆症薬）

腸管からのカルシウム吸
収を促進

コエンザイムQ10 降圧薬・糖尿病治療薬 薬の効果が強まる

薬と健康食品の併用で、副作用が強まったり、薬の効果の増強がみられます
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食品安全委員会「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」（2016年3月18日開催）の食品安全
委員会事務局講演資料より

食品安全委員会は2015年12月、健康食品のリスクについて報告書をまとめ、国民
にアピールしています



ー健康食品を利用する前にー
本当に補給する必要な成分がありますか？

（大原則）現在の日本人が、通常の食事をしている
限り、ビタミンやミネラルをサプリメントによって摂る
必要はありません。

特に必要量と過剰量の差が少ないセレンや鉄な
どの微量ミネラル、ビタミンA、ビタミンDなどの脂溶
性ビタミンは注意が必要です。

以前の研究ではビタミンやミネラルの補給が有
用と言う結果がありましたが、先進国ではよほどの
偏食をしない限り、欠乏症は起きないということが
わかってきています。



本日の目次

1. 食の安全にかんする消費者意識

2. 食の安全をどう考えるか

3. 食品安全の実態～輸入食品を例に

4. 健康食品をとり過ぎていませんか？

5. 消費者が食情報に食い物にされないために
～正しい食情報をどう読み解くか～



＊「食物や栄養が、健康や病気に与える
影響を過大に信じたり評価すること」
＊群馬大学名誉教授・高橋久仁子先生
が提唱

フードファディズムの背景は
• 特定の商品をけなすことで競合する自分たちの
商品が売れ、利益を得る人がいる

• マスコミは、より人々の関心を呼び、売上げを増
やすため「危険だ」という情報を流す傾向がある

フードファディズムとは



フードファディズムの事例①（砂糖）

白砂糖
・漂白剤を使っているから体に悪いというデマ

・天然のものは真っ白いはずはないという感情

三温糖
・白砂糖と黒砂糖の中間の砂糖ではない

・砂糖を加熱するとカラメルになるが、三温糖の色は製造

過程で加熱されて生じたりカラメルを後から加えてできる

黒砂糖
・不純物のミネラルが白砂糖より多いが、大した量でない

・カルシウムの大半は製造過程で添加されて残ったもの



歴史的背景（昭和４０年代）

（１）農薬や食品添加物による事故が起こった。

（S41甘味料ズルチンによるめまい等の症状、S42過
酸化水素による吐き気等）

（２）昭和40年代、安全性の問題が指摘されて使用禁
止になったものがある。

（食用赤色1号などタール系色素、甘味料ズルチン、
保存料フリルフラマイド(ＡＦ２)など）

昭和40年以降は厳しい対策と規制により、
「健康被害」 は発生していない。

フードファディズムの例②（食品添加物）
発がん性など安全性の心配はないでしょうか？



本当に気を付けたいのは食中毒
食中毒統計の数字は氷山の一角

• 厚生労働科学研究報告書「日本における食中
毒被害実態の疫学的手法による推定」(2013年
9月食品衛生研究）によると、実際は数千倍

・カンピロバクター350万人
・サルモネラ72万人
・腸炎ビブリオ6万人
食中毒はもっとも身近な
大きなリスク
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厚労省資料より



カンピロバクター食中毒とは？

• 流通段階の鶏肉、鶏の内臓は、30％以上
の割合でカンピロバクターが付着している

• カンピロバクターは潜伏期間が２～５日と
やや長く、感染すると、下痢、腹痛、発熱、
悪心、嘔気、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感な
どの症状が起こる

• 感染した数週間後に、手足の麻痺や顔面
神経痛、呼吸困難を引き起こす「ギラン・
バレー症候群」を発症する場合があること
も指摘されている

• 現在でも飲食店等で、毎日のように食中
毒が発生している
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ノロウィルスの二次感染を防ごう

52



健康になるためには、バランスよく食べること

53

国立がん研究センターの調査によれば、食事バランスガイドを
よく守ると、総死亡リスクが15％、脳血管疾患死亡リスクが
22％下がる
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食事バランスガイド

主食
主菜
副菜
牛乳・乳製品
果物

農水省ウェブサイトより



食品安全を理解するために
消費者に求められるリテラシー（読み解く力）

• 科学リテラシー
一般に知られている科学的な思考ができる力

• 情報リテラシー
情報収集ができる能力

氾濫する情報の中から必要な情報を

探し出し、信頼性を評価できる能力

・ 表示リテラシー

表示には食品安全と選択のための目的がある

安全に関する表示はアレルゲン、消費期限、保存方法

食べ物情報に食い物にされないで！おかしな情報があったら、
国や県、市の信頼できる情報を捜して、調べてみましょう



食情報と上手につきあうために

• 過剰な情報・一面的な情報に惑わされな
いよう気をつける（世の中には無責任なデ
マ情報があふれていることを知る）

• 特定の食べ物、特定の生産者・販売者・製
品に偏らず、様々なものをバランスよく食
べることがリスクを減らす

• 食べ物の現実的な危険性がどの程度かを
よく考えて行動する

→食べ物情報に食い物にされないで！！


